
困困難難をを有有すするる子子どどもも・・若若者者へへのの支支援援（（不不登登校校・・ひひききここももりり編編））  

子ども・若者をめぐる環境が急速に変化している中で、県内の若年無業者（15～34 歳）は約 8,000 人

（2022（令和４）年度）、不登校児童生徒数は小学校が 1,721 人、中学校が 3,059 人、高等学校が 1,203

人、高校中途退学者数が 786 人、中学校卒業時進路未決定者数が 201 人（いずれ も 2023（令和５）年

度）、全国のひきこもり（15～39 歳）の出現率は 2.05％（2022（令和４）年度）となっており、子ど

も・若者が抱える様々な困難や課題が重なり合って、ニート、不登校、高校中退、ひきこもりなどの形態で

表出している現状があります。 

そこで、増加傾向が続く小・中・高校生の不登校・ひきこもりに対する支援ガイドを作成するため、不登

校を経験した高校生と我が子の不登校・ひきこもりを経験した親御さんを対象に Web でアンケート調査を

実施しました。その結果、不登校による本人の苦境、見通しが立たない不安や相談・支援につながらない孤

独・孤立を感じる親御さんなど、さまざまな体験談が寄せられました。 

本人の中には、抱えている不安にどうしたらいいのか分からない、どうしたいのか分からないで心を閉ざ

してしまう方もいます。親御さんの中には、苦しむ我が子を前に必死に支援先を求めている方もいました。

困難な状況が改善されないまま義務教育の終了や高校中退で学校や公的機関等の支援から離れ、社会との

つながりが切れてひきこもり状態が長期化する場合も考えられます。 

私たち支援者は、こうした不登校・ひきこもり状態の当事者にどのように寄り添っていったらいいのだろ

うか、支援のアプローチはどのように考えたらいいのだろうか、地域のさまざまな社会資源の活用や支援の

連携をどのように展開したらいいのだろうか、考えるべき支援の課題は尽きません。 

このガイドでは、当事者にとっての安心・安全な居場所、支援のアプローチ、地域の社会資源を活用した

支援連携などの取組例を紹介し、不登校・ひきこもり状態の支援に関係する情報をまとめました。 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【教育】
修学支援

県教育委員会
・義務教育課
・高校教育課
・特別支援教育課
・生涯学習課
・総合教育センター

【矯正・更生保護等】
心理相談等

・前橋保護観察所（国）
・前橋少年鑑別所（国）
・県警察（少年サポートセンター）

【保健・医療】
医療及び療養支援

・障害政策課
・保健福祉事務所
・こころの健康センター
・発達障害者支援センター
・医療機関

【福祉】
生活環境改善

・児童福祉課
・地域福祉課
・児童相談所
・女性相談支援センター
・保健福祉事務所
・県社会福祉協議会

【雇用】
職業的自立・就業支援

・群馬労働局（国）
・労働政策課
・ぐんま若者サポートステーション

【育成支援】
健全育成支援の推進

・群馬県青少年育成事業団
・私学・青少年課

群群馬馬県県子子どどもも・・若若者者支支援援協協議議会会
国国・・県県のの相相談談・・支支援援機機関関でで構構成成

困難な状況にある子ども・若者の支援のための
相談・支援のネットワークの充実が必要です

単単独独のの機機関関でではは対対応応がが難難ししいい
ケケーーススがが多多いいののでで多多様様なな支支援援
のの連連携携がが求求めめらられれてていいまますす。。

小・中・高等学校等

市町村

民間団体の支援ネットワーク【人権】
人権擁護

・前橋地方法務局（国）
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